
様式第２号（第２条関係） 

委託業務に係る随意契約締結結果の内容及び理由書 

 

担当課 公園緑地課 

委 託 業 務 名 大津市内公園緑地課所管便所清掃業務 

委託業務場所 大津市内 

概 要 大津市内公園緑地課所管の便所清掃 

契 約 期 間 令和４年４月１日から 令和５年３月３１日まで 

契 約 年 月 日 令和４年４月１日 

契 約 金 額 ８５０，０８０円 

契約の相手方 
〔所在地〕大津市京町三丁目５番１２号森田ビル５階 

〔名 称〕特定非営利活動法人 おおつ「障害者の生活と労働」協議会 

契約相手方の 

選 定 理 由 

本市は、障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進を図るため、「大津市障害者就労施設等優先調達

方針」を策定し、全庁的に障害者就労施設への物品等の優先調達に取

り組んでいる。 

特定非営利活動法人おおつ障害者の生活と労働協議会は、障害者就労

施設の立場から障害者の就労権利を確保することを目的に設立され、市

内 40 事業所以上の障害者就労施設が会員となり、業務を受注している

ため、大津市入札・契約マニュアルに該当することから、地方自治法施

行令第 167 条の 2 第 1 項 3 号の規定に基づき、政策的随意契約を行う。 

根 拠 規 程 

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 3号 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する

障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」とい

う。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター(以下

この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第

一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する

生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十

四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号に

おいて「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しく

は小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)

第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動

の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助

成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若し

くはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより



様式第２号（第２条関係） 

普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者

自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規

定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認

定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設

に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活

困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるも

の(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活

困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めると

ころにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限

る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)に

おいて製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方

公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支

援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う

施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定する

シルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシ

ルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省

令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受け

た者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の

提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十

九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福

祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるとこ

ろにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号

において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でそ

の事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のな

い者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定す

る寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体

等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契

約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から

役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資する

ことにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体

の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使

用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提

供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続によ

り受ける契約をするとき。 

   （注意） １ 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。 

２ 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 3号及び第 4号を根拠とする政策

随意契約については、別途公表をしています。  


